
資料９

◆区立特別支援学級・都立特別支援学校のご案内

◆就学相談の日程と進め方の説明

第一回相談

第二回相談

◆保護者と子どもに対して校長（特別支援学級設置校長）面談を行います。

◆保護者の同意のもと、就学支援ファイルを就学先の学校に送付します。小・中学校との連携

◆在園・在校時の資料や、第一回・第二回相談時の状況などを総合的に勘
案し、教育委員会が保護者に就学先の提案をします。

　保護者の考えと異なる提案となった場合は相談を継続し、各種の資料に基づいて、保護
者と十分に話し合いを重ね、望ましいと思われる就学先を決定します。

就学相談説明会

◆相談日程の受付

就学先の決定

◆小グループ（5～6人程度）の中での子どもの状況を確認します。（集団
行動や運動面など）

就学先の提案

◆知的障害学級や都立特別支援学校の見学や体験についても案内していま
す。

練馬区における就学相談の流れ〔小・中学校〕

受　　　　付

　練馬区教育委員会では、下記の流れにそって就学相談を進めています。相談を進めるに当たって
は、子どもの様子をできるだけ確実に把握し、保護者の考えを尊重しながら検討を行っています。

◆発達検査・保護者面談を実施します。

◆保護者は、就学支援ファイル・就学相談票・面接補助票・承諾書に必要
事項を記入

　都立特別支援学校を希望する場合も、初めに練馬区の就学相談を受けてから、東京都の
就学相談を受けます。
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◆区立知的障害学級・情緒障害等通級指導学級見学会等のご案内

◆保護者の了解を得て、保育園・幼稚園や学校等での状況について  園
長・校長等の所見を求めています。


